
 

 
 

議案第１１号 

   佐野市防災会議条例等の改正等について 

佐野市防災会議条例の一部を改正する等の条例を次のように定めます。 

令和６年２月２２日提出 

佐野市長 金 子  裕 

佐野市防災会議条例の一部を改正する等の条例 

 （佐野市防災会議条例の一部改正） 

第１条 佐野市防災会議条例（平成１７年佐野市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、

同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。 

(２) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条第２項の規定に基

づき、佐野市水防計画に関し調査審議すること。 

 （佐野市水防協議会条例の廃止） 

第２条 佐野市水防協議会条例（平成１７年佐野市条例第１７号）は、廃止

する。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  地域防災に関する事務及び水防に関する事務を一体的に執行するため佐

野市防災会議の所掌事務を改め、及び佐野市水防協議会を廃止したいので

提案するものです。 



議案第１１号参考資料 

佐野市防災会議条例の改正案 新旧対照表 

 （第１条関係） 

現       行 改   正   案 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) （略） (１) （略） 

 (２) 水防法（昭和24年法律第193号）第33条第２項の規定に基づき、佐野市水防計画

に関し調査審議すること。 

(２)・(３) （略） (３)・(４) （略） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務 

 


